
 

 

 

 

 

資料  

（令和７年度 第１回糸魚川市地域公共交通協議会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



令和７年５月 27日時点 

令和７年４月１日の路線バスダイヤ改正後のご意見等 

 

 

■件数 

 ５件（内訳：便数４件、運賃１件） 

  ※糸魚川バス㈱と市都市政策課への件数 

 

■ご意見等の主な内容 

＜便数に関すること＞ 

能生・糸魚川線 

 ①土日祝日も「能生案内所 15 時 02 分発（糸魚川総合病院行」と「糸魚

川総合病院 10 時 35 発（能生駅前行）」を運行してほしい。（通勤利

用） 

早川線／中央大通り線 

 ②「笹倉温泉９時 55 発→（中央大通り線直通）→横町五丁目 10 時 48

分着」を、青海・糸魚川線の「横町五丁目 10 時 46 分発（大沢行）」

に乗り継げるようにしてほしい。（買い物利用） 

青海・糸魚川線 

   ③土日祝日も「糸魚川駅日本海口発 10 時 41 分発（大沢行）」「新須沢

17 時 21 分発（糸魚川駅行）」を運行してほしい。（通勤利用） 

 ④土日祝日も「大沢 17 時 10 分発（糸魚川駅行）」を運行してほしい。

（通勤利用） 

 

＜運賃に関すること＞ 

・100 円で乗車できるバスがどれなのか分かりづらい。 
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福井県永平寺町自動運転視察報告 

１ 視察概要  

日時：令和６年 10 月 23 日（水）13：00～14：10 

応対者：まちづくり株式会社 ZEN コネクト 平本マネージャー 

内容：自動運転車両の試乗、自動運転説明・質疑応答 

 

２ 自動運転概要 

・名称：自動運転「ZEN drive」 

・車両：７人乗り ゴルフカートタイプ 時速 12 ㎞ 

    自動運行装置（ZEN drivePilotLevel4）装備 

・運行区間：町道「永平寺参ろーど」南側約 2 ㎞「荒谷」～「志比」（永平寺門前） 

・運行日：土日祝日（10：00～15：10） 

・運賃：大人 100 円 中学生以下 50 円 未就学児無料 

 ・走行方法：電磁誘導線、RFID により、経路を特定しながら走行 

 ・事業者は遠隔監視室から作動状態の監視を行う  

・100％の充電で 40 ㎞の走行が可能 

 

３ 課題 

 ・現在の運賃収受では、採算が取れない 

 ・暑さでシステムがダウンしてしまい、センサーが効かない 

 ・天候・道路状況によってカメラが誤認識してしまう 

 

４ 糸魚川市での導入について 

 ・専用道の設置、技術的な問題から導入することは厳しい 

 ・糸魚川市で同様の自動運転を導入する場合、観光利用に適すると考えられる 

 （例：糸魚川駅～フォッサマグナミュージアム間、能生駅～マリンドリーム間等） 
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自動運転 先進地視察（石川県小松市） 

 

１ 日時 

 令和 6年 11月 22 日（金） 

※スマートモビリティ体験会（国交省主催）に参加し、その際に小松市で行

われている自動運転の実証実験に試乗 

 

２ 実証実験の概要 

  目的    将来の運転手不足対策 

実験技術  自動運転レベル２（運転手が乗車し、緊急時に操作できる） 

  車両    ティアフォー製自動運転 EV バス 

        事業用車両（緑ナンバー）を取得し運行 

  区間    小松駅 ～ 小松空港  片道 4.4㎞（片側 2 車線） 

 

 

 

 

 

  速度    自動運転時 35㎞/h（一般的な路線バスの速度） 

  センサー等 LiDAR、RADAR、認識用カメラ、GPS、３次元地図 など 

  その他   現在、小松駅から小松空港間をシャトルバスとして運賃を取

りながら、自動運転の実証実験を実施中（１１便/日運行中） 

特徴    ・一般道で一般車両が通行している中での自動運転実験。 

  ・信号側からデータを受信（インフラ協調による自動運転支

援）することで、スピードのある自動運転であっても滑らか

なブレーキが可能。 

 

３ 課題と今後 

  課題    システム費用や通信費などの 

新たなコストがかかる。 

  今後の展開 レベル２での課題を検証し、 

来年度レベル４の申請を予定 
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自動運転 先進地視察（長野県塩尻市） 

 

１ 日時 

令和７年１月９日（木） 

※視察を申込み、実証実験実施前の調整運転に同乗 

 

２ 実証実験の概要 

目的    自家用車以外の交通手段の確保、運転手不足対策 

実験技術  自動運転レベル２（運転手が乗車し、緊急時に操作できる） 

      ※令和７年１月にレベル４運行許可取得 

車両    ティアフォー製自動運転 EV バス 

      自家用車両（白ナンバー） 

  区間    core 塩尻 ～ 塩尻駅 ～ 塩尻市役所 

  速度    自動運転時 35㎞/h（一般的な路線バスの速度） 

センサー等 LiDAR、RADAR、認識用カメラ、GPS、３次元地図 など 

  特徴   ・地元振興公社「KADO」にて３次元地図を作製。 

・地域住民や小中学校などへ様々な手段を用いて、積極的に自動

運転の理解促進を実施。 

・自動運転の実験をきっかけに、塩尻市の魅力や有益性の発信に

つながり、移住や企業誘致に影響を及ぼしている。 

 

３ 課題と今後 

  課題  システムやセンサーの技術向上  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４



資料３

５



６



新潟県広域移動実態等調査について 

 

 

１ 実施主体 

  糸魚川市地域公共交通協議会 

 

２ 事業費 

  6,000千円  

特別会計にて対応 （新潟県・糸魚川市がそれぞれ 3,000千円を負担） 

 

３ 事業内容・期間 

【二次交通整備事業】 

⑴事業内容 

公共交通（鉄道）を利用して来訪する観光客をターゲットに、糸魚川市内３駅に

無人貸出・事前予約型のレンタサイクル（能生駅・根知駅）及びレンタル電動キック

ボード（糸魚川駅）を設置し、そのニーズを把握するとともに、自転車またはキッ

クボードに取り付けたＧＰＳにより利用者の移動実態を調査する。 

 ⑵期間 

令和６年８月１日（木）～10月 12日（土） 

 

 【広域移動実態調査】 

⑴事業内容 

北陸新幹線敦賀延伸前後の糸魚川市来訪者について、15分以上糸魚川市内

に滞在した方のスマートフォン位置情報（ＧＰＳ）データにより、居住地や移動手段

等を把握することで、延伸前後の人流の変化を調査する。 

⑵期間 

北陸新幹線敦賀延伸前後の各１か月（令和５年８月・令和６年８月）を比較 

 

４ 事業実績・分析結果 

  別紙のとおり 

７
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令和7年5月吉日

糸魚川市地域公共交通議会　

  会 長　   井 川　賢 一  　様

頸  城  自  動  車   株  式  会  社

    代表取締役社長　山 田 知 治

糸 魚 川 バ ス   株 式 会 社

     代表取締役社長　山 田 知 治

乗合バス運賃改定について

　新緑の候、貴市のますますご盛栄のこととお慶申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚く御礼申しあげます。

　さて、今般、乗合バス運賃改定について、人口減少や少子化、コロナ禍等に伴う利用者の

減少に加え、燃料費や資材の高騰、運転士の確保費用等、輸送コストの高騰が続いており、

事業収入の悪化により、路線バスの安定運行が困難になってきていることから、令和7年10月

を目途に20%程度の運賃値上げを検討しております。

　糸魚川市内の路線バスにつきましては、貴市の糸魚川地域公共交通運賃協議会の中で

上程させていただきたく、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以　上

資料５-１
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路線バスの運賃改定について 

 

１ 要旨 

  令和７年５月付で、糸魚川バス㈱、頸城自動車㈱から、利用者の減少や、物価・

エネルギー価格の高騰に伴う収支状況の悪化により、安定的に運行を維持してい

くことが困難になってきていることから、日常生活を支える移動手段を維持・確

保するため、令和７年 10 月を目途に協議路線運賃に係る運賃の値上げを計画して

いる旨の申出があったもの。 

 

２ 運賃改定（申出内容）の概要 

 ⑴ 対象路線  市内を運行する路線バス全路線 

⑵ 運賃改定幅 現行運賃から 20％の値上げ 

 ⑶ 改定前後の主な運賃の比較 

区分 現行 
改定後 

運賃 増減 

普通運賃 

初乗り運賃 140 円 170 円 ＋30 円 

均一運賃 100 円 改定なし － 

大沢～糸魚川総合病院 610 円 730 円 ＋120 円 

笹倉温泉～糸魚川総合病院 740 円 890 円 ＋150 円 

能生案内所～糸魚川総合病院  560 円 670 円 ＋110 円 

通学定期 

(６か月) 

大沢～糸魚川総合病院 112,640 円 127,710 円 ＋15,070 円 

笹倉温泉～糸魚川総合病院 127,060 円 143,590 円 ＋16,530 円 

能生案内所～糸魚川総合病院  103,410 円 117,230 円 ＋13,820 円 

通勤定期 

(６か月) 

大沢～糸魚川総合病院 125,820 円 146,390 円 ＋20,570 円 

笹倉温泉～糸魚川総合病院 146,880 円 172,310 円 ＋25,430 円 

能生案内所～糸魚川総合病院  117,720 円 136,670 円 ＋18,950 円 

おでかけ

パス 

１か月 1,050 円 2,000 円 ＋950 円 

６か月 5,760 円 8,000 円 ＋2,240 円 

こども  
フリーパス  
(小学生) 

１か月 510 円 1,000 円 ＋490 円 

６か月 2,570 円 5,000 円 ＋2,250 円 

こども  
フリーパス  
(中学生) 

１か月 1,030 円 2,000 円 ＋970 円 

６か月 5,140 円 8,000 円 ＋2,860 円 

 

別途 

協議 
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令和７年10月１日

令和７年夏頃

令和７年９月１日

利用者等の意見を反映させるために
必要な措置

（公聴会の開催など）

・運賃分科会【協議】

・公共交通協議会【報告】

・運賃・料金届出日（バス事業者）

・運賃改定予定日

利用者等への周知

＜参考＞運賃等改定のスケジュール –R7.10.1に改定する場合のイメージ-

運行開始
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えちご押上ひすい海岸駅事後評価について 

 

 

１ 目的 

    令和３年３月 13日に開業した、えちご押上ひすい海岸駅（以下「対象駅」

という。）について、令和７年度末で供用開始から概ね５年が経過し、事業

完了後の事後評価を国に報告、公表する必要があることから実施するもの。 

 

２ 実施主体 

  糸魚川市地域公共交通協議会 

 

３ 実施期間 

  令和７度末まで  

 

４ 所要額 

   5,000,000円（糸魚川市からの負担金により特別会計を設置） 

 

５ 事後評価の手順 

⑴状況把握   対象駅開業後の鉄道利用状況等の把握、社会経済情勢の変化

等の実態整理を行う。 

 

⑵費用便益分析 対象駅開業による便益計測及び対象駅の整備、維持管理等の

費用算定を行い、費用便益の分析を行う。 

 

⑶国への報告及び公表  

 

６ 状況把握及び費用便益分析の実施方法 

   事業者へ委託 
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地域公共交通の担い手確保・定着に向けた取組への支援制度 

 

１ 背景・必要性 

 ・急速な人口減少等を背景とした深刻な運転手不足による減便や実稼働の低下 

・長期的な需要の減少により、公共交通事業者は厳しい状況に直面 

・輸送の維持や安全確保の観点から運転手の安定的な確保と育成は喫緊の課題 

➡人材の確保に向けて、公共交通事業者と連携し、持続可能な交通を実現 

 

２ 支援制度の概要 

  地域の社会経済活動に不可欠な基盤でもあるバス及びタクシー事業への就業機

会と人材の確保を促進し、その取組にかかる経費の一部を支援。 

⑴ 対象事業者 

・路線バス、タクシー事業者 

⑵ 対象事業 

  ア 成功報酬型人材紹介サービス利用支援 

    人材紹介会社を仲介し、市外に住所を有する者を新たに運転手（見込含

む）として雇用（労働契約の形態は問わない）に至った際に対象事業者から

人材紹介会社へ支払う経費（成功報酬）の一部を支援。【適用期間１年】 

 

 

 

 

 

 

イ 賃貸住宅家賃支援 

市外に住所を有する者を新たに運転手（見込含む）として雇用（労働契約

の形態は問わない）し、その者に対して住居手当として支給した月額（敷

金、礼金、仲介手数料、共益費、管理費、修繕費及び駐車場使用料等の借賃

以外の費用を含んでいる場合は、その相当額を除く）家賃の一部を支援。【適

用期間 36 か月】 

 

 

 

 

 
※上記ア・イともに３年以内に離職等の場合は、在職期間に応じた割合で支援額の返還 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年７月中 補助金交付要綱 告示・施行 

人材紹介 
会社 

公共交通 
事業者 

＜市外＞ 
求職者 
(運転手) 

①依頼 

②応募 ③採用 

④成功報酬 

＜市外＞ 
求職者 
(運転手) 

公共交通 
事業者 

①求人 

②採用 

③家賃手当 

行政支援 

行政支援 

家賃手当の 1/2 
月額家賃の 1/3 
(例) 
家賃手当２万円×1/2×36 か月 

＝行政支援 36 万円 

成功報酬の 2/3（60 歳以上 1/2） 
※上限 150 万円/事業者 

(例) 
成功報酬 100 万円×2/3 

＝行政支援 66 万円 

支援 
内容 

支援 
内容 

いずれか低い額 

資料７-１
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3
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）
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成

＜
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考
＞
市
内
に
お
け
る
公
共
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通
を
支
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る
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少
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便
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、
低
い
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一
方
で
、
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共
交
通
に
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す
る
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が
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を
占
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喫
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と
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、
「
生
活
の
足
」
「
観
光
の
足
」
の
確
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持
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危
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な
状
況
に
あ
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公
共
交
通
を
支
え
る
担
い
手
の
確
保
と
定
着
に
向
け
た
取
組
へ
の
後
押
し
が
必
要
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【対象者】 

 下記の４点全てに該当する方が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助額】 

 定期券の値上げ額に補助率（40～60％）を乗じた額（百円未満切り捨て） 

 ※該当する定期券が複数ある場合は、定期券１枚ごとに補助金を算定して合算します。 

※補助額のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続き方法】 

手続きの前に････ 

 

 

 

 

 

 

 

糸魚川市内から通学する学生対象!! 

通学定期の値上げ額の一部を補助します!! 

値
上
げ
前 

 

購
入
額 

 

補助金（値上げ額の 40～60％）⇒申請者へ交付 

糸魚川市通学定期券購入費補助金 
 

値上げ額 

の制度が始まります!! 

 

【重要】 

※申請される方は、必ず定期券のコピー又は写真を撮っておいてください。 

 ★「乗車区間」・「有効期間」・「金額」・「氏名」・「発行交通事業者」が確認で

きるようにしてください。 

 ★定期券の更新時に、更新前の定期券が回収されることがありますので、更

新前に忘れずに撮影し保管してください。 

 

 

申請者負担額 

値 

上 

げ 

後 

購
入
額 

◎手続きの流れは裏面をご覧ください。 

①糸魚川市内に住所を有し、糸魚川市内から通学する学生又はその保護者である。 

②通学のために  頸城自動車等 の通学定期券（市外の区間も可）を購入した。 

③購入した通学定期券が、令和７年３月１日以降に運賃改定（値上げ）された。 

④購入した通学定期券の有効期間の初日が、令和７年４月１日以降である。 

 ※現時点では頸城自動車等（糸魚川バスを除く）の通学定期券が対象となります。 

  詳細は市ホームページをご覧ください。 

※令和７年 10月１日には、えちごトキめき鉄道も運賃値上げを予定しています。 

 値上げ後の運賃による通学定期券を購入された方も、本補助金の対象となります。 

 詳細は、９月頃に市ホームページ及び本チラシを更新し、お知らせします。 

※ 

令和７年４月版 

資料８
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①有効期間の初日を確認 

 有効期間の初日が令和７年４月１日以降の定期券が対象 

有効期間初日 判定 

令和７年３月31日以前 × 

令和７年４月１日以降 ○ 

 

②申請可能期間を確認 

 通学定期券の購入後かつ当該定期券の有効期間の初日が属する年度内 

 例） 

 

 

 

 

 

③申請書類を用意 

⑴糸魚川市通学定期券購入費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

  ※補助金の振込先は、申請者名義の口座に限ります。 

⑵購入した通学定期券のコピー又は写真 

 

④申請の手順 

②の申請可能期間内に③の書類を提出してください。 

⇒市から補助金交付決定通知書兼補助金確定通知書を申請者へ送付します。 

 ⇒市から補助金を申請者の口座へ振り込みします。 

 

⑤その他 

 同一年度内に対象となる複数の通学定期券を購入した場合は、申請期間が重複する場合

に限り、まとめて申請を行うことができます。 

  ※ただし、補助金額は定期券１枚毎に算定（100円未満切り捨て）して合算します。 

 糸魚川市や他の公的団体から補助を受けた区間は、本補助金の対象外となります。 

 例）大学生等地元定着促進新幹線通学補助、こどもフリーパス、大糸線活性化協議会定   

期券助成 等 

 交付決定後に通学定期券の解約や変更をした場合、また、補助対象要件を満たさなく 

なった場合は、問合せ先へご連絡ください。 

 

詳細は、お問い合わせいただくか、糸魚川市ホームページをご覧ください。 

 

 

購入日 有効期間初日 申請可能期間 

令和７年３月30日 令和７年４月３日 令和７年４月１日～令和８年３月31日 

令和７年10月１日 令和７年10月３日 令和７年10月１日～令和８年３月31日 

令和８年３月25日 令和８年３月29日 令和８年３月25日～令和８年３月31日 

【問合せ先】 

糸魚川市産業部都市政策課交通政策係 

電話 025-552-1511（内線 2383） 

F A X 025-552-7372 

E-Mail koutsu@city.itoigawa.lg.jp 

◎手続きの流れ 
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